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1年（自動継続扱い）お預入期間 100万円以上（相続により取得した金額範囲内）お預入金額
※相続により取得した不動産や有価証券の換金代金もお預入れいただけます。

2026年

まで

水4 1 水月 日

2027年

水3 31 水月 日

●満期後は継続日の店頭表示金利（1年もの）にて自動継続いたします。　●お利息には2037年12月31日まで復興特別所得税が適用され、税率20.315％（国税15.315％・地方税5％）となります。

％年
利0.20店頭

金利
（税引前）

※金融情勢により、金利を変更する場合が
ありますのでご了承ください。

本店●代　表 ☎（0952）23-8555
　　●金融課 ☎（0952）23-8556

当JAのホームページ LINE公式アカウント 詳しくはコチラ



詳しくは、JAバンク窓口まで、お気軽におたずねください。

相続定期貯金相続定期貯金相続定期貯金
縁むすび縁むすび縁むすび

募集期間：2026年4月1日（水）～2027年3月31日（水）まで

1.対象商品

●スーパー定期貯金（単利型）または大口定期貯金

2. ご利用いただける方

●当JAまたは他金融機関での相続手続完了後1年以内に、相続により
　取得した資金を原資としてお預け入れいただける個人のお客さま
　※既に当JAにお預け入れの相続人さま名義の（相続によらない）貯金
　　でのお預け入れはできません。

3. 期　間

●定型方式　1年
●自動継続（元金継続または元利金継続）のお取り扱いとなります。

4. 預入方法

（1）預入方法　●一括預入
　　　　　　　●ATM・JAネットバンクでのお預け入れは対象外となります。

（2）預入金額　●スーパー定期貯金の場合は100万円以上1,000万円
　　　　　　　　未満、大口定期貯金の場合は1,000万円以上で相続に
　　　　　　　　より取得した金額の範囲内

（3）預入単位　●1円単位

5. 払戻方法

●満期日以後に一括して払い戻します。

6. 利　息

（1）適用金利

（2）利払頻度

（3）計算方法

（4）税　　金

（5）金利情報の
　　入手方法

●店頭表示金利+年0.20％（税引前）
　自動継続のときは、原則として通常のスーパー定期貯金
　または大口定期貯金の自動継続時の約定利率を適用
　します。
※金融情勢により、金利を変更する場合がありますので
　ご了承ください。
●満期日以後に一括して支払います。

●付利単位を1円として1年を365日とする日割計算を
　します。

●20.315％（国税15.315％、地方税5％）※の分離課税
　となります。※2037年12月31日までの適用となります。

●金利は店頭の金利表示ボード等に表示しています。
　または窓口でお問い合わせください。

7. 中途解約時の取り扱い

●預入金額100万円以上1,000万円未満(スーパー定期貯金〈単利型〉)
 ・満期日前に解約する場合は、以下の中途解約利率（小数点第４位以下
   切捨て）により計算した利息とともに払い戻します。
   ①６か月未満・・・・・・・・・・・・・・・解約日における普通貯金利率
   ②６か月以上１年未満・・・・・・・約定利率×50％
　ただし、②の利率が解約日における普通貯金利率を下回るときは、
　その普通貯金利率によって計算します。

●預入金額1,000万円以上（大口定期貯金）
 ・満期日前に解約する場合は、以下の中途解約利率（小数点第４位以下
   切捨て）により計算した利息とともに払い戻します。
(1)預入日の１か月後の応当日の前日までに解約する場合
　次のＡ、ＢおよびＣ（Ｃの算式により計算した利率が０％を下回る
　ときは０％とします。）のうち、もっとも低い利率とします。
　Ａ 解約日における普通貯金の利率
　Ｂ 約定利率－約定利率×30％
　Ｃ 約定利率－（基準利率－約定利率）×（約定日数－預入日数）
　　　　　　　　　　　　　　　　預入日数
　なお、基準利率とは、解約日にこの貯金の元金を証書または通帳記載
　の満期日まで新たに預入するとした場合、その預入の際に適用される
　利率を基準として算出した当JA所定の利率とします。
(2)預入日の１か月後の応当日以降に解約する場合
　次のＡおよびＢの算式により計算した利率（Ｂの算式により計算
　した利率が０％を下回るときは０％とします。）のうち、いずれか
　低い利率とします。
　Ａ 約定利率－約定利率×30％
　Ｂ 約定利率－（基準利率－約定利率）×（約定日数－預入日数）
　　　　　　　　　　　　　　　　預入日数　
 ・中途解約の場合、中途解約利息以上に、既に中間払利息が支払われて
　いることがあります。その場合には、その利息額（支払済の利息合計額）
　と中途解約利率により計算した利息額との差額を定期貯金元金から
　清算します。

8.貯金保険制度（公的制度）

●保護対象
　当該貯金は当JAの譲渡性貯金を除く他の貯金等（全額保護される貯金
　保険法第51条の2に規定する決済用貯金（当座貯金・普通貯金・別段貯金
　のうち、「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という
　3条件を満たすもの）を除く。）と合わせ、元本1,000万円とその利息
　が貯金保険により保護されます。

9.その他参考となる事項

●他金融機関で相続手続をされた方には、相続により取得した金額を
　確認できるいずれかの書類をご提示いただきます。
 ・遺産分割協議書の写し
 ・金融機関に提出した相続手続依頼書等の写し
 ・「戸籍謄本の写し」+「被相続人名義の解約済通帳または計算書の写し」など。
●満期日以後の利息は、解約日または書替継続日における普通貯金利率
　により計算します。


